
第三者行為による被害届 提出書類 

 

① 第三者行為等による被害届【被保険者記入】 

② 同意書【被保険者記入】 

③ 誓約書【相手方記入】 

④ 事故発生状況報告書（負傷(傷病)原因報告書）【被保険者又は相手方記入】 

⑤ 任意保険加入状況報告書【相手方記入】 

⑥ 損害賠償金返済誓約書（任意保険未加入の場合）【相手方記入】 

⑦ 交通事故証明書（警察署に届け出ている場合） 

⑧ 保険契約書の写し（任意保険） 

⑨ 人身事故証明書入手不能理由書【被保険者又は相手方記入】 

（交通事故証明書がない、もしくは照会記録簿の種別が物件事故の場合） 

※ ① ② ④ ⑦ ⑨ は必須 となります。 

（参考）自損事故を起こした車等に被保険者が同乗していて負傷した場合、 

運転者を相手方(加害者)とした届出が必要です。 


